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奨学金等返還免除対象医療機関（公的医療機関等）の新規指定について 

 

 

１　要旨 

　　県内の医療提供体制の確保に向けて、地域の実情に応じて必要な医師を必要な医療機関に柔軟に

配置できるよう、広島県医師育成奨学金等の返還免除対象医療機関（公的医療機関等）の見直しを

行い、令和６年 12 月に関係条例及び規則を改正したため、新たに指定する医療機関について協議す

る。 

　　 

２　改正内容 

　　広島県医師育成奨学金の免除要件として規定している、医師として従事する医療機関（公的医療

機関等）に「知事が別に指定する病院又は診療所」を加えた。 

（１）　改正条例・規則 

修学資金等の返還債務の免除に関する条例及び広島県医師育成奨学金貸付規則 

（２）　改正理由 

　○　本県医師の確保・育成対策については、令和５年９月に策定した高度医療・人材育成拠点基

本計画において、医師の配置・循環の仕組みづくりを段階的に進めることとしている。 

○　具体的には、県全体の医師の配置調整を行う委員会を立ち上げるとともに、地域の拠点病院

を中心として、医師の配置・循環を行う地域医療ネットワークを県内全ての２次医療圏に整備

できるよう、調整を進めているところである。 

○　一方で、地域によって医療提供体制は様々であり、救急医療体制やへき地医療など、地域で

不可欠な役割を担っている医療機関は、現在、条例で規定している公的医療機関等に限られな

い実態がある。こうした実態を踏まえ、各地域医療ネットワークにおいて、必要な医師を必要

な医療機関に配置できるよう、改正を行った。 

（３）　公布日 

　　　　令和６年 12 月 23 日（同日施行） 

 

【参考】現行の県内の公的医療機関等（病院のみ記載） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３　新たに指定する医療機関の決定方法 

地域性や医療機関の持つ機能などについて、大学や医師会など医療関係者と協議した上で、最終的

に、医療関係者や行政、住民団体等で構成する広島県医療対策協議会において決定する。 
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新たに指定する医療機関について（案） 

 

 

１　医療機関名 

　○　因島医師会病院 

　○　三次地区医療センター 

 

２　指定理由 

　　両病院は中山間地域に所在しており、救急医療など政策医療上重要で公益に資する役

割を担っている病院であるため。 

 

３　その他 

　　中山間地域の指定病院は、病床数等を踏まえ、便宜上、「中堅病院」または「中小病

院」に区分しており、今回指定する２病院は「中小病院」とする。


